
　

平
成
27
年
９
月
の
関
東
・
東
北
豪

雨
災
害
で
は
、
鬼
怒
川
が
決
壊
し
、

多
く
の
家
屋
の
浸
水
被
害
が
発
生
し

ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
28
年
８
月
に

は
相
次
い
で
発
生
し
た
台
風
に
よ
っ

て
、
北
海
道
・
東
北
地
方
の
中
小
河

川
で
氾
濫
が
発
生
し
、
福
祉
施
設
で

の
入
所
者
が
逃
げ
遅
れ
、
多
数
の
犠

牲
者
が
出
る
な
ど
、
毎
年
の
よ
う
に

全
国
各
地
で
大
規
模
な
災
害
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
国
に
お
い
て

は
、「
施
設
の
能
力
に
は
限
界
が
あ

り
、
施
設
で
は
防
ぎ
き
れ
な
い
大
洪

水
は
必
ず
発
生
す
る
も
の
」
へ
と
意

識
を
変
革
し
、
社
会
全
体
で
洪
水
に

備
え
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
に
立

ち
、
昨
年
、
水
防
法
の
一
部
改
正
な

ど
に
よ
り
、
各
種
取
り
組
み
が
進
め

ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
一
環
と
し

ま
し
て
、市
で
は
去
る
６
月
４
日
に
、

近
畿
地
方
整
備
局
琵
琶
湖
河
川
事
務

所
お
よ
び
、
県
土
木
交
通
部
流
域
政

策
局
な
ど
と
議
論
を
重
ね
、
法
に
定

ま
っ
た
「
高
島
地
域
水
害
・
土
砂
災

害
に
強
い
地
域
づ
く
り
協
議
会
」
を

設
置
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
議
会
で
は
、
学
識
者
た
ち

か
ら
の
助
言
を
も
ら
い
な
が
ら
、
自

助
・
共
助
・
公
助
が
一
体
と
な
っ
た

水
害
や
土
砂
災
害
に
対
す
る
対
策

を
、
国
や
県
を
は
じ
め
、
多
様
な
関

係
者
が
連
携
し
て
必
要
な
協
議
を
行

う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
皆
さ
ん
の
安
全
で
安

心
な
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
に
、
防

災
・
減
災
体
制
の
確
立
に
向
け
て
、

し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

防
災
・
減
災
に
向
け
て

交通事故発生状況
問 高島警察署　 （22）0110

環境放射線測定結果
問 原子力防災対策室　 （25）8133

（平成 30 年５月末現在）

火災・救急・救助件数
問 消防総務課　 （22）5401

（平成 30 年５月末現在）

内　　容 件　数 前年比
人身事故発生件数 25 件 ー 17 件
死 者 数 １人 ０人
傷 者 数 32 人 ー 25 人

発生場所 件　数
マ キ ノ ３件
今 津 ６件
朽 木 １件
安 曇 川 10 件
高 島 ３件
新 旭 ２件

※概数

火　災 件　数 累計（１月～）
建 物 ０件 ７件
車 両 １件 １件
林 野 ０件 １件
そ の 他 ２件 ９件

救　急 件　数 累計（１月～）
交通事故 18 件 66 件
一般負傷 37 件 174 件
急 病 121 件 781 件
そ の 他 31 件 157 件

救　助 件　数 累計（１月～）
火 災 ０件 １件
交通事故 ２件 ９件
水難事故 ２件 ２件
そ の 他 ２件 ６件

５月平均値（平日測定） 前月平均値
マキノ（マキノ支所前駐車場）

0.064μSv/h 0.065μSv/h

今　津（今津支所車庫付近）
0.035μSv/h 0.034μSv/h

朽　木（朽木支所前駐車場）
0.057μSv/h 0.061μSv/h

安曇川（安曇川支所南側駐車場）
0.043μSv/h 0.045μSv/h

高　島（高島支所東駐車場）
0.060μSv/h 0.059μSv/h

新　旭（高島市役所北側玄関前）
0.048μSv/h 0.046μSv/h

※�測定地点は他に24か所あります。測定結果
は、市のホームページをご覧ください。
※平常時の値はおおむね0.2μSv/h以下です。

問ごみ減量対策課　 （25）8123
　環境政策課　　　 （25）8104

　
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
が
歩
き
方
や

ス
ト
レ
ッ
チ
の
仕
方
な
ど
丁
寧
に
指

導
し
ま
す
。　

日
時
：
７
月
22
㊐
９
時
～

　
　
　
※
８
時
30
分
受
付

場
所
：
朽
木
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
：
小
学
生
以
上

料
金
：
１
０
０
円（
保
険
料
）※
当
日
徴
収

持
ち
物
：
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
で
き
る

服
装
、
履
き
慣
れ
た
靴
、
お
茶
、
タ

オ
ル
、
各
自
必
要
な
物

※
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
現
地
に

直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。
申
し
込

み
は
不
要
で
す
。

※
雨
天
な
ど
で
中
止
の
場
合
は
、
８

時
に
防
災
無
線
で
放
送
し
ま
す
。

問 

市
民
ス
ポ
ー
ツ
課　

（
３
２
）
４
４
５
９

教
育
委
員
会
の
取
り
組
み

豊
か
な
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
を
目
指
し
て

高
島
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
会

　
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、
市
内
で
ス
ポ
ー
ツ
に
携
わ

る
35
人
が
、
教
育
委
員
会
か
ら
、
高
島

市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
と
し
て
委
嘱
さ

れ
て
い
ま
す
。　

　
月
１
回
の
定
例
委
員
会
を
開
催
し
、

「
だ
れ
も
が
・
い
つ
で
も
・
気
軽
に
ス

ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
生
涯

ス
ポ
ー
ツ
社
会
の
実
現
」
に
向
け
て
活

動
し
て
い
ま
す
。
主
な
活
動
内
容
は
次

の
と
お
り
で
す
。

①
里さ
と
う
み湖
で
地
域
を
結
ぶ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　
健
康
づ
く
り
を
目
的
に
、
人
と
の
ふ

れ
あ
い
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
老
若
男

女
が
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
で
す
。
市
内
各
地
で
年
間
８
回
開

催
し
て
い
ま
す
。

②
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
・
運
営

　
び
わ
湖
高
島
栗
マ
ラ
ソ
ン
、
び
わ
こ

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
in
高
島
、
各
地
域
の

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

③
出
前
講
座
へ
の
協
力

　

要
請
の
あ
る
地
域
に
出
向
き
、
ス

ポ
ー
ツ
活
動
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い

ま
す
。

④
市
民
体
力
測
定
会
の
開
催

　
体
力
の
保
持
増
進
に
関
心
を
も
っ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
体
力
チ
ェ
ッ
ク

の
機
会
を
毎
年
設
け
て
い
ま
す
。

里さ
と
う
み湖

で
地
域
を
結
ぶ

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（
第
４
回
）

　
廃
棄
物
の
野
焼
き
（
野
外
焼
却
）
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
焼
却
や
、
穴
を
掘
っ
て
ご
み

を
焼
却
す
る
こ
と
も
野
焼
き
と
同
じ
で
す
。
付
近
の
住
民
へ
の
迷
惑
や

有
害
物
質
の
発
生
原
因
に
な
り
ま
す
の
で
、野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

可燃ごみ搬出量
　３月から環境センターでのごみ焼却を停止し、三重
県の民間ごみ処理業者へ委託して焼却処分していま
す。ごみの量に応じてごみ処理費用を負担することに
なりますので、ごみ分別や減量にご協力ください。

測定月 処分および運搬量
平成30年４月分 1,064ｔ
平成30年５月分 1,144ｔ（前月比80ｔ増）

野
焼
き
禁
止
の
例
外
と
さ
れ
る

行
為
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
風
俗
習
慣
上
、
ま
た
は
宗
教

　

上
の
行
事
を
行
う
た
め
に
必

　
要
な
焼
却　

　

例
）
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
の
地
域
行
事

○
病
害
虫
駆
除
の
た
め
の
焼
却

　

な
ど
、
農
業
、
林
業
を
営
む

　

た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

　
と
し
て
行
わ
れ
る
焼
却　

　

例
）
稲
わ
ら
の
焼
却
な
ど

○
た
き
火
、
そ
の
他
の
日
常
生
活

を
営
む
う
え
で
通
常
行
わ
れ
る

焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

　

例
）
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど

Ａ
：
環
境
セ
ン
タ
ー
で
は
、
草
や

枝
な
ど
は
処
理
し
て
い
な
い
た

め
、
燃
や
せ
る
ご
み
と
し
て
出
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
処
分
は
、

市
内
の
許
可
業
者
に
お
願
い
し
て

く
だ
さ
い
。

※
料
金
な
ど
詳
し
く
は
、
直
接
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

曇
川
町
下
小
川
９
４
７

?

（

３

２
）

３

３

０

３

※
料
金
等
詳
し
く
は
、
直
接

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
許
可
業
者
】

㈲
ク
リ
エ
イ
ト
・
マ
エ
ダ

　

安
曇
川
町
下
小
川
９
４
７

　

（
３
２
）
３
３
０
３

野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

で
は
、
落
ち
葉
や
草
、
剪せ
ん
て
い定
し
た
枝
な
ど

は
ど
う
や
っ
て
処
分
す
れ
ば
い
い
の
？

安 安全 心
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